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月　日 病　院　名 電話番号

5/15 藤崎クリニック 22-2238

22 大根占医院 22-2658

29 津崎医院 24-2166

6/  5 じょうさいクリニック 24-2977

休日の在宅当番医

※�諸事情により変更となる場合がございます
ので、ご利用の前にお問い合わせください。

大根占地区
◦公営　港団地…………………… ２戸
◦公営　神之浜団地……………… １戸
◦公営　神川団地………………… １戸
◦町営　池田川北住宅…………… １戸
◦町営　旧池田中職員住宅……… １戸

田代地区
◦公営　溝下住宅………………… １戸

町営住宅 空き家情報

お問い合わせ及び入居希望の方は、本庁建
設課へご連絡ください。

（５月 1日現在）
人口の動き

住民基本台帳法改正に伴い、外国人住民も
含まれます。

前月比
人　口 8,136人 （　7）

男 3,796人 （　0）
女 4,340人 （　7）

世帯数 4,019戸 （ 14）

平成28年５月1日現在

●５月号から担当が替わりました。
　�日々、試行錯誤しながら町民の皆様に楽しんでいただける記事を作っていきます。
　�よろしくお願いいたします。
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し
て
「
南
大
隅
地
区
司
法
書
士

法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
」を
設
置
し
、

「
無
料
法
律
相
談
」
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

【�

内
容
】
登
記
・
相
続
・
成
年
後
見
・

借
金
整
理
・
そ
の
他
法
律
に
関

す
る
相
談

【�

実
施
方
法
】
司
法
書
士
に
よ
る

面
談
相
談
（
相
談
は
無
料
、
予

約
者
を
優
先
し
ま
す
）

【�

日
時
】
毎
週
月
・
木
曜
日　

午

前
10
時
～
午
後
3
時

【�

場
所
】
錦
江
町
城
元
１
０
４
３

番
地
4
（
錦
江
中
学
校
正
門
向

か
い
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

　

℡ 

０
９
９
‐
２
５
６
‐
０
３
３
５

　

鹿
屋
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
で
、

（
パ
ソ
コ
ン
事
務
科　

3
か
月

コ
ー
ス
）

【�
訓
練
内
容
】
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操

作
（
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
、
Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
）
等

【�

訓
練
期
間
】
3
か
月
（
土
日
、

祝
日
は
休
み
）

〇 

平
成
28
年
7
月
7
日
（
木
）
～ 

平
成
28
年
10
月
6
日
（
木
）

【�

募
集
期
間
】

〇 

平
成
28
年
5
月
9
日
（
月
）

～
平
成
28
年
5
月
27
日
（
金
）

【�

定
員
】
８
人

【�

願
書
提
出
先
】最
寄
り
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

　

参
考
：
鹿
屋
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

　

℡ 

０
９
９
４
‐
42
‐
４
１
３
５

　

 

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校　
　

　

℡ 

０
９
９
６
‐
44
‐
２
２
０
６

　

高
齢
者
を
狙
っ
た
悪
徳
商
法
が

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
鹿
屋
市
、
肝
付
町
、
錦
江
町
、

南
大
隅
町
が
広
域
相
談
体
制
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
広
域

相
談
体
制
は
県
内
で
初
め
て
の
取

り
組
み
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
資

格
を
持
っ
た
消
費
生
活
相
談
員

が
常
駐
し
て
い
る
鹿
屋
市
消
費

セ
ン
タ
ー
へ
錦
江
町
民
の
方
々
も

相
談
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方

は
、お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

鹿
屋
市
北
田
町
３
‐
３

　
（
鹿
屋
市
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階
）

　

℡ 

０
９
９
４
‐
31
‐
１
１
６
９

　
〔�

開
館
時
間
〕
月
～
金
（
午
前

8
時
30
分
～
午
後
５
時
）

　
〔�

休
館
日
〕
土
・
日
・
祝
日
・

年
末
年
始

　

大
隅
く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
は
大
隅
５
町
を
中
心
に
４
市
と

連
携
し
て
実
施
す
る
、
生
活
全
般
に
わ

た
る
困
り
ご
と
の
「
な
ん
で
も
」
相
談

窓
口
で
す
。

　

誰
も
が
あ
た
り
ま
え
に
、
そ
の
人

ら
し
く
地
域
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
を
一
人

ぼ
っ
ち
に
せ
ず
、
専
門
の
相
談
員
が
問

題
の
解
決
に
向
け
て
一
緒
に
考
え
、
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た
生
活
状
況
改

善
プ
ラ
ン
、
就
労
支
援
プ
ラ
ン
な
ど
を

作
成
し
、
継
続
的
に
支
援
し
ま
す
。

　
「
ど
こ
に
相
談
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
」、「
誰
に
聞
い
た
ら
い
い
か
わ
か

ら
な
い
」
…
そ
ん
な
困
り
ご
と
は
、
大

隅
く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
へ

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

℡ 

０
９
９
４
‐
52
‐
２
０
７
２

お
知
ら
せ

大
隅
く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
始
ま
り
ま
す
。

精
神
科
救
急
医
療
電
話
窓
口

の
ご
案
内

★ ★ ★

★ ★ ★

　

県
で
は
、
精
神
疾
患
を
有
す
る

方
や
、
そ
の
ご
家
族
な
ど
か
ら
緊

急
的
な
精
神
医
療
相
談
を
電
話
で

受
け
付
け
る
電
話
相
談
窓
口
を
設

置
し
ま
し
た
。
相
談
内
容
に
対
し

て
助
言
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て

医
療
機
関
を
紹
介
し
ま
す
。

【�

受
付
時
間
】
月
曜
～
土
曜
（
祝

日
及
び
12
月
29
日
～
翌
年
1
月

3
日
を
除
く
）
午
後
5
時
～
翌

日
午
前
9
時

＊ 

日
曜
・
祝
日
・
12
月
29
日
～
1

月
3
日　

午
前
9
時
～
翌
日
午

前
9
時

【
電
話
番
号
】　

　

℡ 

０
９
９
‐
８
３
７
‐
３
４
５
８

【
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い
】

＊ 

緊
急
的
な
精
神
医
療
相
談
が
対

象
で
す
の
で
、
一
般
的
な
相
談

は
市
町
村
ま
た
は
保
健
所
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

＊ 

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
が
あ

る
場
合
は
、
ま
ず
そ
ち
ら
を
優

先
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

県
庁
障
害
福
祉
課　

　
℡ 

０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
５
４

　
FAX 

０
９
９
‐
２
８
６
‐
５
５
５
８

　

鹿
児
島
司
法
書
士
会
で
は
、
県

民
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
窓
口
と

「
南
大
隅
地
区
司
法
書
士
法

律
相
談
セ
ン
タ
ー
」の
ご
案
内

障
害
者
委
託
訓
練
生
募
集
案
内

消
費
者
広
域
相
談
体
制
に
つ
い
て


